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平成３０年度水質測定計画について（概要） 
 

福島県生活環境部水・大気環境課  

 

第１ 公共用水域水質測定計画 
 

１ 計画策定の基本的な考え方 

(1) 目的 

公共用水域水質測定計画は、水質汚濁防止法第１６条第１項の規定に基づき、

県内の公共用水域（河川、湖沼及び海域）の水質汚濁の状況を常時監視するため

に行う水質の測定について、必要な事項を定めるものである。 

 

(2) 測定地点 

測定地点は、水質汚濁に係る環境基準の類型指定がされた水域の環境基準点、

補助点及びその他必要な地点とし、原則として前年度の計画と同一とする。 

ただし、環境基準の類型指定がされていない支川のうち２４地点については、

ローリング方式 ※を導入している（各年約８地点×３年間）。 

※  ローリング方式 

  水質の変化が少なく環境基準が継続して達成されている水域について、数年おきに測定

を行う調査方式。 

 

(3) 測定項目 

測定項目は、水質汚濁に係る環境基準項目（生活環境項目及び健康項目）、要

監視項目、トリハロメタン生成能及びその他の項目とする。 

 

(4) 測定回数 

測定回数は下記を基本とし、測定地点毎に水域状況等を踏まえ一部変更する。 

ア 環境基準点又は補助点 

(ｱ) 河川は、生活環境項目は毎月１回を基本とする。 

(ｲ) 湖沼は、生活環境項目は毎月１回を基本とする（自然条件により調査が不

可能な期間を除く）。 

(ｳ) 海域は、年６回の等間隔の調査を基本とする。ただし、松川浦については、

海域環境を考慮して年１２回とする。 

イ その他の地点 

四半期毎に１回程度を基本とする。 
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２ 公共用水域水質測定計画（案）の概要 

(1) 測定項目 

ア 環境基準項目 

(ｱ) 生活環境項目 

ｐＨ、ＢＯＤ、ＣＯＤ、大腸菌群数等１２項目 

(ｲ) 健康項目 

カドミウム、鉛、総水銀等２７項目 

イ 要監視項目 

  クロロホルム、トランス-1,2-ジクロロエチレン等３１項目 

ウ トリハロメタン生成能 

  クロロホルム生成能、ブロモホルム生成能等４項目 

エ その他の項目 

(ｱ) 特殊項目 

銅、溶解性鉄等５項目 

(ｲ) その他項目 

アンモニア性窒素、オルトりん酸態りん等１０項目 

 (2) 実測定地点 

水域 平成２９年度 平成３０年度 増減 

河川  78河川  （ 95水域）131地点  78河川  （ 95水域）131地点 ０ 

湖沼  18湖沼  （ 18水域） 31地点  18湖沼  （ 18水域） 31地点 ０ 

海域  13海域  （ 13水域） 34地点  13海域  （ 13水域） 34地点 ０ 

計 109河川等（126水域）196地点 109河川等（126水域）196地点 ０ 

   ※ ローリングにより河川７地点が入れ替わります。 
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(3) 平成２９年度からの変更点（ローリング地点は省略） 

 ア 福島県測定 

  変更点はありません。 

 

 

 イ 福島県以外の測定（いわき市測定地点） 
連番

号 

水域名 地点 項目 変更内容

（年） 

変更理由 

189 いわき市

地先海域 

中之作港沖 

約 1,000m付近 

生活環境

項目 

 

LAS 1 回

→0回 

 

参考で行ってきた過去 2 年

の調査において、全地点で

最も基準が厳しい生物特 A

の基準を下回っていたこと

から、代表的な地点（四号

埠頭先）を除いて見直しを

行った。 

190 豊間漁港沖     

約 1,500m付近 

191 夏井川沖         

約 1,500m付近 

192 久之浜港 A及び B防波堤 

の接部から西 

約 150m 付近 

193 四倉港 埠頭先東 

約 30m付近 

194 豊間漁港 中防波堤先端 

から西 30m付近 

（豊間地区） 

195 漁港内中央付 

近（沼ノ内船溜） 

196 江名港 東内防波堤 

先端から北西 

約 50m付近 

197 中之作港 西防波堤先端か

ら南約 200m付近 

201 常磐沿    

岸海域 

蛭田川沖南々東

約 2,500m付近 

202 鮫川沖南 

約 2,000m付近 

207 常磐沿岸

海域(小

名浜港

沖) 

 

番所灯台から真 

方位 245 度線上 

約 2,000m付近 

208 八崎灯台から真 

方位 115 度線上 

約 1,500m付近 
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第２ 地下水の水質測定計画 
 

１ 計画策定の基本的な考え方 

(1) 目的 

地下水の水質測定計画は、水質汚濁防止法第１６条第１項の規定に基づき、県

内の地下水の水質汚濁の状況を常時監視するために行う水質の測定について、必

要な事項を定めるものである。 

 

 

(2) 調査の種類 

ア 概況調査 

地域の全体的な地下水の状況を把握するために実施する調査。新たな汚染の

発見を目的としているため、未調査の井戸又は前回と異なる深度の井戸を優先

的に選定する。 

(ｱ) ローリング方式 

県内を概ね 10km メッシュに区分（全１１３区分）して、各メッシュから

井戸を選定し、ローリング方式により５年程度のサイクルで全メッシュを実

施する調査。 

(ｲ) 定点方式 

有害物質を使用又は製造している工場・事業場等による汚染の可能性が高

い地域若しくは汚染を予防する必要性が高い地域の井戸を選定し実施する

調査。 

イ 汚染井戸周辺地区調査 

概況調査等により新たに環境基準を超える汚染が判明した場合や、環境基準

以下で汚染（硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素並びにほう素については対

象外）が判明した場合、その汚染範囲を確認するとともに汚染原因の究明に資

するために実施する調査。 

ウ 継続監視調査 

汚染地域において、汚染の動向と浄化対策による改善効果の確認等をするた

めに経年的に実施する調査。 

 

 

(3) 測定項目 

ア 概況調査（ローリング方式） 

地下水の水質汚濁に係る環境基準項目の全項目とする。 

イ 概況調査（定点方式） 

環境基準項目のうち、測定井戸の周辺の状況等に応じて適宜選定する。 

ウ 汚染井戸周辺地区調査 

環境基準超過項目及び環境基準以下で検出した項目（硝酸性窒素及び亜硝酸

性窒素、ふっ素並びにほう素については対象外）とする。 

エ 継続監視調査  

汚染の認められた項目及び汚染の可能性が高い項目とする。 

 

(4) 測定回数 

概況調査及び継続監視調査の測定回数は、年１回とする。 
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２ 地下水の水質測定計画（案）の概要 

(1) 概況調査（ローリング方式） 

ア 測定地点数  ２６メッシュ２６地点 

イ 測定項目   地下水の水質汚濁に係る環境基準項目（２７項目） 

 

(2) 概況調査（定点方式） 

ア 測定地点数  ３１地点 

イ 測定項目   環境基準項目のうち測定井戸の周辺の状況等に応じて選定 

 

(3) 継続監視調査 

ア 測定地点数 

    （平成２９年度との相違点） 

①新たに追加するもの 

８地点  

     ②調査を終了したもの 

       ４地点  

    （平成２９年度地点数）（追加地点数）（削減地点数）（平成３０年度地点数） 

       １９５地点   ＋  ８地点  － ４地点  ＝  １９９地点 

    イ 測定項目 

汚染の認められた項目を基本とし、測定井戸の周辺の状況等に応じて選定 

   

 

地下水測定地点数等総括表 

区分 
測定地点数 測定項目数 

Ｈ２９ Ｈ３０ 増減 Ｈ２９ Ｈ３０ 増減 

概況

調査 

ローリング ２７ ２６ －１ ７２９ ７０２ －２７ 

定点 ３０ ３１ ＋１ ２３５ １５７ －７８ 

継続監視調査 １９５ １９９ ＋４ １，１０１ １１２７ ＋２６ 

合計 ２５２ ２５６ ＋４ ２,０６５ １９８６ －７９ 

 

 


